
１．信用保証料補助の対象者

① 融資実行と同時に信用保証料全額を一括して支払った方

② ６ヶ月以上町内において事業を営んでいる方（開業サポート資金を除く）

③ 町内に所在する事務所のために必要な事業資金として融資を受けた方

④ 町・府民税を滞納していない方

⑤ 直近3年間、補助金の適用を受けていない方

２．対象となる融資制度及び補助内容

３．申請方法

① 融資及び保証料の決定を受けた書類のコピー（信用保証料のコピー等）

② 保証料の支払いを証する書類

③ 個人業者の場合は事業主の住民票の写し、法人企業の場合は登記事項証明書

④ 誓約書（町指定様式）

～お問い合わせ～

熊取町野田一丁目１番１号
熊取町住民部産業振興課商工観光振興グループ
ＴＥＬ：０７２－４５２－６０８５（直通）

町内業者のみなさまへ

　熊取町の指定する大阪府制度融資（大阪信用保証協会）を利用した際に、大阪信用保証協会に
対し支払った信用保証料の全部又は一部を補助します！！

対象となる融資制度
補助内容

補助金額 補助限度額

①小規模企業サポート資金（市町村連携型） 保証料支払額の全額 なし

②小規模企業サポート資金（小規模資金）

保証料支払額の１／２ １融資につき５万円

③経営安定サポート資金（経営安定資金）

④開業サポート資金（開業資金）

保証料支払額の全額 １融資につき１０万円

⑤開業サポート資金（地域支援ネットワーク型）

※計算により生じた１００円未満の端数は切り捨てになります。
※早期完済により保証料の還付を受けられると、補助金の返還を求める場合があります。

　保証料を支払った日から９０日以内に所定の申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類
を添えて、熊取町産業振興課まで提出してください。
　申請書及び滞納していない旨の誓約書については、産業振興課窓口で配布または、町
ホームページからダウンロードできます。


